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(57)【要約】
【課題】光沢むらの発生を抑制する。
【解決手段】同系色の濃インクと淡インクとを吐出可能
な複数のノズルは、印刷媒体に対してインクを吐出する
タイミングが他のノズルよりも早い先行ノズルと、イン
クを吐出するタイミングが先行ノズルよりも遅い後行ノ
ズルとを含み、先行ノズルを用いてドットを形成しなが
ら主走査方向に走査を行う先行パスと、後行ノズルを用
いてドットを形成しながら主走査方向に走査を行う後行
パスとにおいて、先行ノズルに含まれる各ノズルと後行
ノズルに含まれる各ノズルとの、少なくとも一部の使用
率を制御して、少なくとも淡インクについて印刷対象領
域内に吐出するインク量の制御を行い、濃インクの吐出
量が予め定められた吐出量よりも多い場合に、淡インク
を、先行ノズルよりも後行ノズルの吐出量が多くなるよ
う複数のノズルから、濃インクよりも少ない量吐出させ
る印刷装置。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　印刷ヘッドを印刷媒体に対して前記印刷媒体の幅方向たる主走査方向と該主走査方向に
交差する副走査方向とに各々相対的に駆動して印刷する印刷装置であって、
　同系色の濃インクと淡インクとを吐出可能な複数のノズルを備えた印刷ヘッドと、
　画像データを取得する取得部と、
　前記印刷ヘッドの前記主走査方向への走査を共通の印刷領域において複数回行いつつ前
記印刷媒体にインクを吐出させることで、前記画像データに応じたドットを前記印刷媒体
に形成するドット形成部と、を備え、
　前記複数のノズルは、前記印刷媒体に対して前記インクを吐出するタイミングが他のノ
ズルよりも早い先行ノズルと、前記インクを吐出するタイミングが前記先行ノズルよりも
遅い後行ノズルとを含み、
　前記ドット形成部は、
　前記先行ノズルを用いてドットを形成しながら前記主走査方向に走査を行う先行パスと
、前記後行ノズルを用いてドットを形成しながら前記主走査方向に走査を行う後行パスと
において、
　前記先行ノズルに含まれる各ノズルと前記後行ノズルに含まれる各ノズルとの、少なく
とも一部の使用率を制御して、少なくとも前記淡インクについて印刷対象領域内に吐出す
るインク量の制御を行い、
　前記印刷対象領域に対する前記濃インクの吐出量が予め定められた吐出量よりも多い場
合に、前記淡インクを、前記先行ノズルよりも前記後行ノズルの吐出量が多くなるよう前
記複数のノズルから前記印刷対象領域に、前記濃インクよりも少ない量吐出させる
　印刷装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の印刷装置であって、
　前記ドット形成部は、複数の閾値からなるディザマスクの各閾値と、前記画像データを
構成する画素データとを比較することによりドットの形成を決定するものであり、
　前記ディザマスクは、前記淡インクを吐出する前記後行ノズルによってドットが形成さ
れる位置に対応する閾値が、前記淡インクを吐出する前記複数のノズル内の前記先行ノズ
ルによりドットが形成される位置に対応する閾値よりもドットが形成されやすい値に設定
されている
　印刷装置。
【請求項３】
　同系色の濃インクと淡インクとを吐出可能な複数のノズルを備えた印刷ヘッドを印刷媒
体に対して前記印刷媒体の幅方向たる主走査方向と該主走査方向に交差する副走査方向と
に各々相対的に駆動して印刷する印刷方法であって、
　画像データを取得する取得工程と、
　前記印刷ヘッドの前記主走査方向への走査を共通の印刷領域において複数回行いつつ前
記印刷媒体にインクを吐出させることで、前記画像データに応じたドットを前記印刷媒体
に形成するドット形成工程と、を備え、
　前記複数のノズルは、前記印刷媒体に対してインクを吐出するタイミングが他のノズル
よりも早い先行ノズルと、インクを吐出するタイミングが前記先行ノズルよりも遅い後行
ノズルとを含み、
　前記ドット形成工程では、
　前記先行ノズルを用いてドットを形成しながら前記主走査方向に走査を行う先行パスと
、前記後行ノズルを用いてドットを形成しながら前記主走査方向に走査を行う後行パスと
において、
　前記先行ノズルに含まれる各ノズルと、前記後行ノズルに含まれる各ノズルの少なくと
も一部の使用率を制御して、少なくとも前記淡インクについて印刷対象領域内に吐出する
インク量の制御を行い、
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　前記印刷対象領域に対する前記濃インクの吐出量が予め定められた吐出量よりも多い場
合に、前記淡インクを、前記先行ノズルよりも前記後行ノズルの吐出量が多くなるよう前
記複数のノズルから前記印刷対象領域に、前記濃インクよりも少ない量吐出させる
　印刷方法。
【請求項４】
　印刷装置が、同系色の濃インクと淡インクとを吐出可能な複数のノズルを備えた印刷ヘ
ッドを印刷媒体に対して前記印刷媒体の幅方向たる主走査方向と該主走査方向に交差する
副走査方向とに各々相対的に駆動して印刷を行うためのコンピュータープログラムであっ
て、
　画像データを取得する取得機能と、
　前記印刷ヘッドの前記主走査方向への走査を共通の印刷領域において複数回行いつつ前
記印刷媒体にインクを吐出させることで、前記画像データに応じたドットを前記印刷媒体
に形成するドット形成機能と、をコンピュータープログラムに実現させ、
　前記複数のノズルは、前記印刷媒体に対してインクを吐出するタイミングが他のノズル
よりも早い先行ノズルと、インクを吐出するタイミングが前記先行ノズルよりも遅い後行
ノズルとを含み、
　前記ドット形成機能は、
　前記先行ノズルを用いてドットを形成しながら前記主走査方向に走査を行う先行パスと
、前記後行ノズルを用いてドットを形成しながら前記主走査方向に走査を行う後行パスと
において、
　前記先行ノズルに含まれる各ノズルと、前記後行ノズルに含まれる各ノズルの少なくと
も一部の使用率を制御して、少なくとも前記淡インクについて印刷対象領域内に吐出する
インク量の制御を行い、
　前記印刷対象領域に対する前記濃インクの吐出量が予め定められた吐出量よりも多い場
合に、前記淡インクを、前記先行ノズルよりも前記後行ノズルの吐出量が多くなるよう前
記複数のノズルから前記印刷対象領域に、前記濃インクよりも少ない量吐出させる
　コンピュータープログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、印刷装置、印刷方法、および、コンピュータープログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、シリアル方式の印刷装置では、印刷ヘッドが印刷媒体上の共通の領域を複数回走
査することによってインクドットを形成し、これにより画像を印刷している。このような
シリアル方式の印刷装置では、色材に顔料を用いた顔料インクを使用する印刷装置も増え
ている。顔料インクを用いたシリアル方式の印刷装置における課題として、特許文献１に
記載されているような、見る角度によって印刷表面がブロンズ色に呈色するブロンズ現象
が知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第５５３９１１９号公報
【特許文献２】特許第５６３３１１０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　一般に、顔料インクで高光沢の出力を得るには、顔料成分の他に樹脂成分を有するイン
クを用いる。樹脂成分が多いほど光沢が出やすくなるが、インク中に保持させることがで
きる樹脂の成分量には限りがあるため、樹脂成分と顔料成分の両方を十分に持つインクを
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作ることは難しい。よって、顔料成分が多く、樹脂成分が比較的少ない濃インク（例えば
、黒インク）で高濃度の印画を行うと、光沢度が下がり、光の乱反射の発生により出力色
の濃度が下がって見える。すなわち、濃インクを同一印刷領域に一定以上塗布すると、見
た目の濃度が十分に上がらず、かえって濃度が低下したように感じられる現象が発生する
。また、複数回の走査でインクを吐出して画像を形成する場合、高速化のために走査回数
を減らしたり、走査間の時間間隔を短くすると、この現象が発生しやすくなる 。
【０００５】
　このような現象は、印刷画像全体として観察すると、光沢のむらとして認識される場合
がある。このような光沢むらの発生は、複数回の主走査で画像を形成するシリアル方式の
プリンターのように、印刷される領域によって、主走査間の時間間隔の差が生じるプリン
ターにおいて顕著となり、また、双方向印刷のように、主走査方向の両端において一回の
副走査送り毎に時間差の関係が逆転する印刷モードにおいて特に顕著になる。本発明は、
こうした、単位面積あたりの顔料成分量が比較的多い場合に発生する光沢むらを抑制しよ
うとすることを課題としており、特許文献１によって解決しようとする、顔料成分量が比
較的少ない場合でも発生するブロンズ現象とは全く異なる現象を解決しようとするもので
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、上述の課題の少なくとも一部を解決するためになされたものであり、以下の
形態として実現することが可能である。
【０００７】
（１）本発明の一形態によれば、印刷装置が提供される。この印刷装置は、印刷ヘッドを
印刷媒体に対して前記印刷媒体の幅方向たる主走査方向と該主走査方向に交差する副走査
方向とに各々相対的に駆動して印刷する印刷装置であって；同系色の濃インクと淡インク
とを吐出可能な複数のノズルを備えた印刷ヘッドと；画像データを取得する取得部と；前
記印刷ヘッドの前記主走査方向への走査を共通の印刷領域において複数回行いつつ前記印
刷媒体にインクを吐出させることで、前記画像データに応じたドットを前記印刷媒体に形
成するドット形成部と、を備え；前記複数のノズルは、前記印刷媒体に対して前記インク
を吐出するタイミングが他のノズルよりも早い先行ノズルと、前記インクを吐出するタイ
ミングが前記先行ノズルよりも遅い後行ノズルとを含み；前記ドット形成部は；前記先行
ノズルを用いてドットを形成しながら前記主走査方向に走査を行う先行パスと、前記後行
ノズルを用いてドットを形成しながら前記主走査方向に走査を行う後行パスとにおいて；
前記先行ノズルに含まれる各ノズルと前記後行ノズルに含まれる各ノズルとの、少なくと
も一部の使用率を制御して、少なくとも前記淡インクについて印刷対象領域内に吐出する
インク量の制御を行い；前記印刷対象領域に対する前記濃インクの吐出量が予め定められ
た吐出量よりも多い場合に、前記淡インクを、前記先行ノズルよりも前記後行ノズルの吐
出量が多くなるよう前記複数のノズルから前記印刷対象領域に、前記濃インクよりも少な
い量吐出させる。この形態の印刷装置によれば、例えば、樹脂の含有量の少ない濃インク
を用いて濃い色を出力する際に、樹脂の含有量の多い淡インクを主に後行ノズルから吐出
できるので、樹脂成分を印刷媒体の表面に多く残すことができる。そのため、光沢むらの
発生を抑制することができる。
【０００８】
（２）上記形態の印刷装置において、前記ドット形成部は、複数の閾値からなるディザマ
スクの各閾値と、前記画像データを構成する画素データとを比較することによりドットの
形成を決定するものであり；前記ディザマスクは、前記淡インクを吐出する前記後行ノズ
ルによってドットが形成される位置に対応する閾値が、前記淡インクを吐出する前記先行
ノズルによりドットが形成される位置に対応する閾値よりもドットが形成されやすい値に
設定されてもよい。この形態の印刷装置によれば、ディザマスクを用いるだけでハーフト
ーン処理と各ノズルの使用率とを決定できる。そのため、処理を高速化できる。
【０００９】
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　なお、本発明は、種々の形態で実現することが可能であり、例えば、印刷方法や、コン
ピュータープログラム等の形態で実現することができる。コンピュータープログラムは、
コンピューターが読み取り可能な記録媒体に記録されていても良い。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】印刷システムの概略構成を示す図である。
【図２】プリンターの概略構成を示す図である。
【図３】印刷ヘッドの底面に形成されたノズル列の配置をキャリッジ側から見た図である
。
【図４】入力階調値に応じた濃淡インクそれぞれのインクデューティーを示す図である。
【図５】淡インク用ノズル列のノズル別のノズル使用率の設計値を示す図である。
【図６】淡インク用ノズル列のノズル別のノズル使用率の設計値を示す図である。
【図７】図５における各パスのノズル使用率を示す図である。
【図８】ノズル列がパス毎に副走査される様子を示す図である。
【図９】重複ノズルマップを示す図である。
【図１０】重複ノズルマップを示す図である。
【図１１】コンピューターが実行する印刷処理のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　Ａ．第１実施形態：
　図１は、本発明の一実施形態としての印刷システム１０の概略構成を示す図である。図
示するように、本実施形態の印刷システム１０は、コンピューター１００と、コンピュー
ター１００の制御の下で実際に画像を印刷するプリンター２００とから構成されている。
印刷システム１０は、全体が一体となって広義の印刷装置として機能する。
【００１２】
　図１に示すコンピューター１００には、所定のオペレーティングシステムがインストー
ルされており、このオペレーティングシステムの下で、アプリケーションプログラム２０
が動作している。オペレーティングシステムには、ビデオドライバー２２やプリンタード
ライバー２４が組み込まれている。アプリケーションプログラム２０は、例えば、周辺機
器インターフェース等を通じて、デジタルカメラ１２０から画像データＩＭＧを入力する
。すると、アプリケーションプログラム２０は、ビデオドライバー２２を介して、この画
像データＩＭＧによって表される画像をディスプレイ１１４に表示する。また、アプリケ
ーションプログラム２０は、プリンタードライバー２４を介して、画像データＩＭＧをプ
リンター２００に出力する。アプリケーションプログラム２０がデジタルカメラ１２０か
ら入力する画像データＩＭＧは、レッド（Ｒ）、グリーン（Ｇ）、ブルー（Ｂ）の３色の
色成分からなるカラーデータ、または、１色の色成分のみのモノクロデータである。
【００１３】
　本願の「ドット形成部」に相当し「ドット形成機能」を実現するプリンタードライバー
２４は、画像取得モジュール４０と、色変換モジュール４２と、ハーフトーンモジュール
４４と、印刷データ出力モジュール４６とを備えている。本願の「取得部」に相当し「取
得機能」を実現する画像取得モジュール４０は、アプリケーションプログラム２０から、
印刷の対象となる画像データの取得を行う。
【００１４】
　色変換モジュール４２は、予め用意された色変換テーブルＬＵＴを参照して、画像デー
タの色成分Ｒ，Ｇ，Ｂをプリンター２００が表現可能な色成分（シアン（Ｃ）、ライトシ
アン（Ｌｃ）、マゼンタ（Ｍ）、ライトマゼンタ（Ｌｍ）、イエロー（Ｙ）、ブラック（
Ｋ）、グレー（Ｌｋ）の各色）に変換する。また、画像データがモノクロデータの場合は
、ブラック（Ｋ）、グレー（Ｌｋ）の無彩色の濃淡２色成分に変換する。本実施形態では
、入力画像データはモノクロデータとする。
【００１５】
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　ハーフトーンモジュール４４は、色変換後の画像データを、ドットの分布によって表す
ハーフトーン処理を行う。ハーフトーンモジュール４４は、予め用意されたディザマスク
ＤＭを用いてハーフトーン処理を行う。
【００１６】
　印刷データ出力モジュール４６は、ハーフトーン処理によって得られた各色のドットの
配置を表すデータを、プリンター２００の印刷ヘッド２４１によるドットの形成順序に合
わせて並び替え、印刷データとしてプリンター２００に出力する。
【００１７】
　本実施形態では、画素データの色に応じ、後述する印刷ヘッド２４１に設けられた各ノ
ズルの使用率を設定する。濃インクを高いインクデューティーで打つ時には、少量の淡イ
ンクも併用する。またその時の淡インクは、同一領域を走査する複数回の主走査パスうち
、後行パス主体で打つようにする。インクデューティーとは、所定の印刷領域に対するド
ット記録率のことである。印刷システム１０は、このようにして、光沢むらの改善に有効
な樹脂成分を多く含む淡インクを、樹脂成分が印刷物表面に残りやすくできるよう、後行
パス主体で印字することにより、少量の淡インクの使用で効果的に光沢むらを抑制してい
る。淡インクを後に印字する原理については後で詳しく説明する。
【００１８】
　なお、「濃インク」および「淡インク」とは、同系色について濃度が互いに異なるイン
クである。「濃インク」および「淡インク」を印刷媒体に打ち込んだときに、相対的に濃
度の高いインクが「濃インク」となり、相対的に濃度の低いインクが「淡インク」となる
。本実施形態では、ブラックインク（Ｋ）が「濃インク」で、グレーインク（Ｌｋ）が「
淡インク」である。
【００１９】
　図２は、プリンター２００の概略構成を示す図である。プリンター２００は、いわゆる
シリアル方式のプリンターであり、紙送りモーター２３５によって印刷媒体Ｐを副走査方
向に搬送する搬送機構と、キャリッジモーター２３０によってキャリッジ２４０をプラテ
ン２３６の軸方向、すなわち印刷媒体Ｐの幅方向である主走査方向に複数回搬送させる主
走査機構と、キャリッジ２４０に搭載された印刷ヘッド２４１を駆動してインクの吐出お
よびドット形成を行う機構と、これらの紙送りモーター２３５、キャリッジモーター２３
０、印刷ヘッド２４１および操作パネル２５６との信号のやり取りを司る制御回路２６０
とから構成されている。印刷媒体Ｐとしては、例えば合成樹脂が表面にコーティングされ
た光沢メディアを用いることが出来る。
【００２０】
　キャリッジ２４０をプラテン２３６の軸方向に往復動させる主走査機構は、プラテン２
３６の軸と並行に架設されキャリッジ２４０を摺動可能に保持する摺動軸２３３と、キャ
リッジモーター２３０との間に無端の駆動ベルト２３１を張設するプーリー２３２と、キ
ャリッジ２４０の原点位置を検出する位置検出センサー２３４等から構成されている。
【００２１】
　キャリッジ２４０には、シアンインク（Ｃ）と、マゼンタインク（Ｍ）と、イエローイ
ンク（Ｙ）と、ブラックインク（Ｋ）と、ライトシアンインク（Ｌｃ）と、ライトマゼン
タインク（Ｌｍ）と、グレーインク（Ｌｋ）とを収容した複数のインクカートリッジ２４
３が搭載される。本実施形態において、インクの色材は顔料であり、各インクは顔料成分
の他に光沢を改善する目的の樹脂成分を有するが、インクが保持可能な顔料成分や樹脂成
分の量には限りがある。濃インク（Ｋ、Ｃ、Ｍ）は顔料成分を多く含むために、樹脂成分
に割り当てられる余地が小さくなり、樹脂成分が比較的少ない。淡インク（Ｌｋ、Ｌｃ、
Ｌｍ）は濃インクに比べて、樹脂成分量を多く出来る。キャリッジ２４０の下部に設けら
れた印刷ヘッド２４１には、インクを吐出するノズル列２４４～２５０が、インクの色毎
に形成されている。
【００２２】
　図３は、印刷ヘッド２４１の底面に形成されたノズル列の配置をキャリッジ２４０側か
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ら見た図である。図示するように、印刷ヘッド２４１は、主走査方向に交差する副走査方
向に複数のノズルが並んで形成されたノズル列２４４～２５０を備えている。本実施形態
では、各ノズル列は、１４個のノズルから構成されている。これらのノズル列２４４～２
５０は、キャリッジ２４０に装着されるインクカートリッジ２４３からインクが供給され
、それぞれシアンインク（Ｃ）、マゼンタインク（Ｍ）、イエローインク（Ｙ）、ブラッ
クインク（Ｋ）、ライトシアンインク（Ｌｃ）、ライトマゼンタインク（Ｌｍ）、グレー
インク（Ｌｋ）を吐出可能である。以下では、副走査方向に向かって先頭側のノズルの番
号を「１３」とし、後端側のノズルの番号を「０」として説明する。なお、図３に示すよ
うに、本実施形態では、各インク色に対応するノズル列は、ノズルが副走査方向に１列に
並んで構成されるが、各ノズル列におけるノズルの配置は、特に限定するものではない。
例えば、１つのインク色に対して、ノズルが複数列に並んでいてもよいし、ノズルが千鳥
状に配置されていても良い。
【００２３】
　図２に示すように、プリンター２００が備える制御回路２６０は、ＣＰＵ１０２や、Ｒ
ＯＭ、ＲＡＭ、ＰＩＦ（周辺機器インターフェース）等がバスで相互に接続されて構成さ
れている。制御回路２６０は、ＰＩＦを介してコンピューター１００から出力された印刷
データを受け取ると、キャリッジモーター２３０を駆動することによって、印刷ヘッド２
４１を印刷媒体Ｐに対して主走査方向に複数回往復動させ、また、紙送りモーター２３５
を駆動することによって、印刷媒体Ｐを副走査方向に移動させる。制御回路２６０は、キ
ャリッジ２４０が往復動する動き（主走査）や、印刷媒体の紙送りの動き（副走査）に合
わせて、印刷データに基づいて適切なタイミングでノズルを駆動することにより、印刷媒
体Ｐ上の適切な位置に適切な色のインクドットを形成する。こうすることによって、プリ
ンター２００は、印刷媒体Ｐ上にカラー画像を印刷することが可能となっている。なお、
本実施形態は、印刷媒体を副走査方向に搬送しているが、印刷媒体の位置を固定し、キャ
リッジ２４０を副走査方向に搬送することとしてもよい。つまり、印刷ヘッド２４１は、
印刷媒体Ｐに対して主走査方向および副走査方向にそれぞれ相対的に駆動されればよい。
【００２４】
　本実施形態では、印刷ヘッド２４１の駆動制御の態様として、１色あたりのノズル数１
４、ノズルピッチを２、紙送り量を９とし、印刷ヘッド２４１の往動時と復動時との両方
でインクを吐出する双方向印刷を行うこととする。ノズルピッチとは、ノズル列に形成さ
れた２つのノズル間の間隔のことをいう。本実施形態では、ノズルピッチを「２」とした
ため、１回の印刷ヘッド２４１の主走査で１ラインおきにドットが形成されることになる
。１回の紙送り量に相当する９ライン分の領域に注目して見ると、先行パスである１回目
の主走査パスでは、ノズル番号９~１３番の５本の先端側ノズルにより１ラインおきにド
ットが形成され、２回目の主走査パスでは、ノズル番号５~８の４本のノズルにより、間
のラインにドットが形成され、後行パスである３回目の主走査パスでは、ノズル番号０~
４の５本の後端側ノズルが、１回目の主走査パスと同一のライン上を重複して走査する。
【００２５】
　上述したように、本実施形態の印刷システム１０は、光沢むらを抑制する機能を備えて
いる。印刷システム１０は、このような機能を実現するために、淡インクを吐出するノズ
ル列のうち、副走査方向に向かって後端側のノズルの使用率を、先端側のノズルよりも高
める制御を行う。以下、使用率を高める後端側のノズルのことを、「後行ノズル」といい
、相対的に使用率を低くする先端側のノズルのことを「先行ノズル」という。具体的には
、同一領域を複数回の主走査パスで完成させる場合、先行パスを担当するノズルを先行ノ
ズル、後行パスを担当するノズルを後行ノズルとする。ただし、走査回数が奇数の時は、
中央のパスを担当するノズルはどちらにも属さないものとしてよい。また、先行ノズルは
後行ノズルを含む他のノズルよりも早い主走査パスを担当するため、インクを吐出するタ
イミングが早い（換言すれば、後行ノズルは先行ノズルよりもインクを吐出するタイミン
グが遅い）。使用率を高めるノズルの個数は、本実施形態では、１回の副走査によって印
刷ヘッド２４１が副走査方向に移動する紙送り量に含まれるノズル数（本実施形態では、
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５個）とする。図３に示すように、本実施形態では、後行ノズルはノズル番号０～４番の
ノズルであり、先行ノズルは９～１３番のノズルである。
【００２６】
　図４は、モノクロ画像データの印刷時における、入力階調値に応じたブラックインク（
Ｋ）、およびグレーインク（Ｌｋ）の濃淡インクそれぞれのインクデューティーを示す図
である。この図では、縦軸はインクデューティーを示しており、横軸は入力階調値を示す
。図４では、入力階調値は０～２５５であり、入力階調値が大きい程（２５５に近い程）
対応する画素の濃度が高く、入力階調値が小さい程（０に近い程）対応する画素の濃度が
低いものとする。図４には、淡インクのインクデューティーと、濃インクのインクデュー
ティーとをそれぞれ示している。
【００２７】
　図４に示すように、本実施形態では、濃インクのインクデューティーについては、入力
階調値が大きくなるほどインクデューティーも大きな値になるようにした。一方、淡イン
クのインクデューティーについては、入力階調値が６３程度で最大値になるようにした後
、徐々に低下させ、その後、濃インクのインクデューティーが予め定められた値（本実施
形態では約４０％）になる入力階調値以降（本実施形態では約１４０以降）、入力階調値
２５５に向かって若干量増加させるものとした。通常、濃インクのインクデューティーが
十分に高い場合には、濃インクに加えて淡インクを使用する必要はないが、本実施形態で
は、印刷対象領域に対する濃インクの吐出量が予め定められた吐出量よりも多い場合に、
淡インクが、その印刷対象領域に、濃インクよりも少ない適当量吐出されることになる。
なお、図４には、入力階調値が０よりも大きい場合には、淡インクのインクデューティー
が０にならない例を示している。これに対して、例えば、淡インクのインクデューティー
は、入力階調値が所定の値（例えば、１４０程度）でいったん０になり、その後、入力階
調値が最大になるまで徐々に増加していくものとしてもよい。
【００２８】
　図５は、本実施形態における淡インク（Ｌｋ）用ノズル列のノズル別のノズル使用率の
設計値を示す図である。なお、これは設計時の期待値であり、ノズル番号単位で見るとバ
ラツキが発生するため、おおむねこのような傾向にあればよい。この図では、縦軸はノズ
ル使用率を示しており、横軸はノズル番号を示す。ノズル使用率とは、あるノズルでドッ
トが形成される確率を意味する。図５には、インクデューティーが１００％、４０％、１
６％、５％の場合のそれぞれのノズル使用率が示されている。インクデューティーがそれ
らの間の値の場合については、ノズル番号ごとに、図５に示したインクデューティー値か
ら直線補間によって求められる値を用いる。インクデューティーが５％の場合、後行ノズ
ルであるノズル番号０～４が用いられてインクが吐出される。また、インクデューティー
が１６％の場合、後行ノズルを含むノズル番０～８が用いられてインクが吐出される。図
５に示すように淡インクの吐出を行えば、主に後行ノズルで入力階調値が１４０～２５５
の場合に吐出されるような少量のインク（図４参照）を吐出することができる。なお、イ
ンクデューティーが４０％、１００％では、先行ノズルと後行ノズルを同一ラスター上で
重複させて、その使用率を重複が無い場合の１／２ずつとして、同じ割合で用いている。
それにより紙送り誤差等に起因して紙送り量の周期で発生するバンディングへの影響も１
／２となり、バンディングの発生を抑制できる。インクデューティーが１６％や５％では
、その効果が消滅することになるが、バンディングが顕在化するのは主にインクデューテ
ィーが中～高程度の時なので、このような低いインクデューティーでは大きな問題とはな
らない。
【００２９】
　図５では、同じパスで使用される各ノズルのノズル使用率はノズル番号４を除き同一で
ある。これに対して、図６のように、ノズル番号に応じてノズル使用率が変化する設計で
もよい。図６に示すように淡インクの吐出を行えば、さらにバンディングの抑制に効果的
である。
【００３０】
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　図７は、図５における各パスのノズル使用率を示す図である。本実施形態では、インク
デューティーに応じて、各パスのノズル使用率を変化させる。図７では、インクデューテ
ィーが１００％、４０％、１６％、５％の時の値しか示していないが、それらの間のイン
クデューティーについては直線補間によって求められる値を用いる。例えば、インクデュ
ーティー２５％の時のパス３の値は、インクデューティーが４０％の時の値２０と１６％
の時の値１６から、次の計算で１７．５％と求めることができる。
【００３１】
　20 * ( 25 - 16 ) / ( 40 - 16 ) + 16 * ( 40 - 25 ) / ( 40 - 16 )
【００３２】
図７に示すように、インクデューティーが５％以下の場合、つまり吐出するインク量が少
ない場合、後行パスである３パス目で全てのドットが形成される。なお、図７には、各ノ
ズルの使用率がインクデューティーに応じて４段階に変化する例を示したが、より多くの
段階あるいはより少ない段階に変化することとしてもよい。
【００３３】
　図８は、あるノズル列がパス毎に副走査される様子を示す図である。図８には、印刷媒
体に対してノズル列が相対的に移動している様子を示している。図８では、ノズル列が移
動している様子を示しているが、ノズル列ではなく印刷媒体を移動させる場合、移動方向
は逆方向になる。本実施形態では、１４個のノズル（０番～１３番）から構成されたノズ
ル列を、主走査の度に９ドットずつ副走査（紙送り）させる。そして本実施形態では、３
回の主走査および２回の副走査で共通の印刷領域ＣＡにドットを埋めて完成させる。本実
施形態における共通の印刷領域ＣＡとは、副走査方向に９ドット分の幅の領域である。本
実施形態では、紙送り量と一致する９ドットの副走査方向幅の周期で、同じノズル番号の
組合せが繰り返し出現する。
【００３４】
　上記のような印刷ヘッド２４１の駆動制御によって、共通の印刷領域ＣＡを完成させる
ため、本実施形態では、ノズル番号９～１３を１パス目に、ノズル番号５～８を２パス目
に、ノズル番号０～４を３パス目に使用する。すると、ノズル番号９～１３およびノズル
番号０～４は、１パス目と３パス目とで同じ画素位置を走査するので、同一画素位置をど
ちらのパスでも印字可能である。そのため、例えば、ノズル番号９～１３は１パス目に５
０％、ノズル番号０～４は３パス目に５０％の比率でドットを形成するように、それぞれ
の使用率を制御できる。本実施形態では印刷ヘッド２４１が備える複数のノズルのそれぞ
れの、ハーフトーン側での特別な配慮を行わないときの使用率の期待値を、以下に説明す
る重複ノズルマップによって設定する。
【００３５】
　図９は、図５のインクデューティー１００％の時の特性を実現するための重複ノズルマ
ップを示す図である。図９の重複ノズルマップは、主走査方向に沿った横サイズが２であ
り、副走査方向に沿った縦サイズが３６である。図９に示した各格子は１つのドットを示
し、格子内の番号は、そのドットを形成するノズルの番号を示している。つまり、印刷媒
体上に形成されるドットは、その形成位置と、そのドットを形成するノズルの番号とが一
意に対応していることになる。この重複ノズルマップを印刷媒体上に繰り返し適用すれば
、どの画素位置にどのノズルでドットを形成するかを指定できる。図９は主走査方向が２
画素周期の繰り返しとなるノズルマップの例であり、ノズル５~９は１００％、ノズル０
～５および９～１３は５０％の割当率となっている。ハーフトーン側での特別な配慮がな
い場合は、確率的にはこのような比率でノズルが使用されることになり、図５の１００％
から４０％の範囲の使用率が期待値となるハーフトーンが実現できる。割当率とは、重複
ノズルマップにおける、重複関係にあるノズルの比率を示す値である。図５の４０％未満
の時の特性は、重複ノズルマップの割当率とは異なる使用比率を実現する必要があるため
、実現のためには特別に配慮したハーフトーン手法を用いる必要がある。この特別なハー
フトーン手法については後述する。
【００３６】
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　図１０は、図６のインクデューティー１００％の時の特性を実現するための重複ノズル
マップを示す図である。図１０の重複ノズルマップは、横サイズが４０、縦サイズが９で
ある。確率的には図６のデューティー１００％から４０％の時の特性が特別な配慮無しに
実現できるノズルマップとなる。横サイズを４０としたため、１００／４０＝２．５であ
り、２．５％単位の分解能でノズル割当率を設定可能である。そのため、図６のようなノ
ズルごとに割当率が変化する特性にも対応可能となる。例えばノズル番号０と９が重複す
るラインでは、横サイズ４０の中に９が３８回、０が２回の出現回数とすることで、ノズ
ル番号９が９５％、ノズル番号０が５％の割当率が実現できる。図６の４０％未満のとき
の特性はこの割当率からはずれるため、実現には特別に配慮したハーフトーン手法が必要
となる。
【００３７】
　なお、重複ノズルマップのサイズは縦横共に図９や図１０に示したサイズより大きくて
もよいし、小さくてもよい。横サイズを大きくすれば、それだけ、各ノズルの割当率をよ
り細かく設定することが可能となる。また図９では先行ノズルと後行ノズルは交互に規則
的に入替っているが、横サイズを大きくすることで、同じ割当率であって、より不規則に
入替るような重複ノズルマップが設定可能である。重複ノズルマップは、１回の主走査パ
スで形成される画素位置を同じグループとして、グループ単位で見た時に偏りなく均等に
分散配置されるよう作成することが望ましいが、そのノズルマップ内での配置自体は規則
的であっても不規則であってもかまわない。また、縦サイズも紙送り量である９の整数倍
であれば図９、１０に示したサイズに限られない。縦サイズは対応するノズル番号の組合
せが同じ繰り返しになる周期が最小単位となる。本実施形態の場合は９だが、たとえば紙
送り量が一定ではなく、７と１１の送りを交互に行う場合などでは、繰り返し周期は７と
１１を足した１８となる。
【００３８】
　プリンタードライバー２４は、上述したように、先行ノズルに含まれる各ノズルと後行
ノズルに含まれる各ノズルとの、少なくとも一部の使用率を制御して、少なくとも淡イン
クについて印刷対象領域内に吐出するインク量の制御を行う。また、印刷対象領域に対す
る濃インクの吐出量が予め定められた吐出量よりも多い場合に、淡インクを、先行ノズル
よりも後行ノズルの吐出量が多くなるよう複数のノズルから印刷対象領域に、濃インクよ
りも少ない量吐出させる。以下、印刷処理について詳細に説明する。
【００３９】
　図１１は、本実施形態のコンピューター１００が実行する印刷処理のフローチャートで
ある。この印刷処理は、ハードウェアとしてのＣＰＵ１０２がプリンタードライバー２４
として用意されたプログラムを実行することにより行なわれる。プログラムはコンピュー
ター１００のメモリに記憶されていても良いし、コンピューター１００が読み取り可能な
各種記録媒体に記録されていてもよい。この印刷処理では、コンピューター１００は、ま
ず、画像取得モジュール４０を用いて、ＲＧＢ形式またはモノクロ形式の画像データＩＭ
Ｇをアプリケーションプログラム２０から取得する（ステップＳ１００）。なお、ステッ
プＳ１００を「取得工程」ともいう。
【００４０】
　画像データを取得すると、コンピューター１００は、色変換モジュール４２を用いて、
ステップＳ１００で取得した画像データがＲＧＢ形式であればＣＭＹＫＬｃＬｍＬｋ形式
の画像データに変換し、モノクロ形式であればＫＬｋ形式の画像データに変換する色変換
処理を行い、各色の画素データ（インクデューティー）を決定する（ステップＳ２００）
。この際、ＲＧＢ形式の入力データであれば、ＲＧＢ値を入力、各色インクのインクデュ
ーティーを出力とする３次元ルックアップテーブルを参照して、入力画像データに対応す
るＣＭＹＫＬｃＬｍＬｋ各インクのインクデューティーを決め、モノクロ形式の入力デー
タの場合には、図４に示したような入力階調値とインクデューティーの関係を示すテーブ
ルを用いて、濃インクと淡インクのインクデューティーをそれぞれ決める。図４により、
濃インクの量が予め定められた量よりも多い場合に、淡インクを濃インクよりも少ない適
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当量併用する特性が実現できる。
【００４１】
　同様に、ＲＧＢ入力時は、３次元ルックアップテーブルの出力インク量を、濃インクの
量が予め定められた量よりも多い場合に、淡インクが濃インクよりも少ない適当量同時に
使用されるように設定する。ＲＧＢ入力時には、ＣとＬｃ、ＭとＬｍ、ＫとＬｋが同色相
の濃インクと淡インクの関係になるが、本発明は３組全てに適用しても良いし、このうち
１組だけに適応してもよい。一般にはブラックインク（Ｋ）の光沢むらが最も顕著となる
ため、本実施形態ではＫとＬｋの組合せにのみ適応するものとするが、他の組合せに対し
ても同様にして適応可能である。なお、３次元ルックアップテーブル参照時には、すべて
のＲＧＢ値の組合せに対応したルックアップテーブルではなく、適当な間隔の格子点上の
ＲＧＢ値にのみ対応したルックアップテーブルを元に、格子点間のＲＧＢ値に対応するイ
ンク量出力については、近傍の４つの格子点から四面体補間演算で求める、等の手法を用
いても良い。また、ＲＧＢ形式の入力データの場合、３次元ルックアップテーブルを参照
するため、図４に示したような１次元ルックアップテーブルは使用しないが、三次元ルッ
クアップテーブルからＲ＝Ｇ＝Ｂとなるモノクロ軸上のインク量出力値を抽出すると、図
４と同等のグラフを得ることが出来る。この際、明暗の論理が逆になるため、図４の横軸
は左端がＲ＝Ｇ＝Ｂ＝２５５となり、右端がＲ＝Ｇ＝Ｂ＝０となる。また、図４ではＫお
よびＬｋインクしか示していないが、入力データがモノクロデータであっても、低濃度時
の粒状性改善やグレーバランスの調整のため、ＫやＬｋインク以外の有彩色インクを適当
量混色する構成であってもよい。
【００４２】
　ＣＭＹＫＬｃＬｍＬｋ形式または、ＫＬｋ形式の画像データが得られると、コンピュー
ター１００は、ハーフトーンモジュール４４を用いて、ＲＧＢ入力時は、シアン（Ｃ）、
マゼンタ（Ｍ）、イエロー（Ｙ）、ブラック（Ｋ）、ライトシアン（Ｌｃ）、ライトマゼ
ンタ（Ｌｍ）、グレー（Ｌｋ）の色毎に、モノクロ入力時はブラック（Ｋ）、グレー（Ｌ
ｋ）の色毎に、ディザマスクＤＭを用いてハーフトーン処理を行う（ステップＳ３００）
。本実施形態では、上述した特別なハーフトーン手法を実現するため、図９に示した重複
ノズルマップと同期して閾値配置を最適化したディザマスクＤＭを用いて、ハーフトーン
処理と同時に各ノズルの使用率を決定する。具体的には、インクデューティーが４０％以
下の場合には、ディザマスクＤＭのサイズを重複ノズルマップサイズの縦横とも整数倍の
サイズとすることで、ディザマスクＤＭ上の位置に対応するノズル番号が一意的に決まる
ようにしたうえで、図９に示した重複ノズルマップを参照して、ドットの形成されやすい
小さな閾値が後行ノズルのノズル番号の位置に配置される比率が高まるように、予め、デ
ィザマスクＤＭを生成する。これにより、図５のインクデューティーが１６％や５％の場
合の特性を実現する。こうしたディザマスクの閾値の設定方法については、例えば、特許
文献２に記載されている。なお、本実施形態ではハーフトーンモジュール４４はディザマ
スクＤＭを用いて組織的ディザ法によりハーフトーン処理を行うが、誤差拡散法などの他
の手法によってハーフトーン処理を行ってもよい。
【００４３】
　ハーフトーン処理が終了すると、コンピューター１００は、ハーフトーン処理されたＣ
、Ｍ、Ｙ、Ｋ、Ｌｃ、Ｌｍ、Ｌｋについての各画像データを、印刷データとして、印刷デ
ータ出力モジュール４６を用いてプリンター２００に出力する（ステップＳ４００）。こ
のとき、コンピューター１００は、重複ノズルマップを参照して、どのノズルを用いて各
画素にドットを形成するかを指定するためのデータを印刷データに含ませる。なお、ステ
ップＳ４００を「ドット形成工程」ともいう。
【００４４】
　プリンター２００は、この印刷データを受信して、上述のように、ノズルピッチを「２
」、紙送り量を「９」として印刷ヘッド２４１を駆動し、印刷ヘッド２４１の往動時と復
動時の両方で各色のインクを印刷データにおいて指定させたノズルから吐出させて双方向
印刷を行う。



(12) JP 2018-43455 A 2018.3.22

10

20

30

40

50

【００４５】
　以上で説明した印刷処理によれば、濃度の高い黒色を印刷する場合に、濃インクだけで
はなく少量の淡インクも吐出され、印刷媒体上の同一印刷位置を見れば、淡インクが後行
パス主体で吐出される。従って、樹脂の含有量の少ない濃インクを用いて濃い色を出力す
る際に、樹脂の含有量の多い淡インクを印刷媒体上の表面に多く残すことができる。その
ため、光の乱反射が抑制され、光沢むらの発生を抑制することができる。特に本実施形態
では、シリアル方式のプリンターにおいて双方向印刷を行っているため、光沢むらがバン
ド幅毎に認識される「光沢バンディング」という現象が発生しやすい。しかし、本実施形
態では、上記の通り光の乱反射の発生を抑制することが出来るので、光沢バンディングの
発生を抑制することも出来る。
【００４６】
　また、本実施形態によれば、特別なハーフトーン手法を行う場合には、ディザマスクＤ
Ｍには、淡インクを吐出する後行ノズルによってドットが形成される位置に対応する閾値
が、淡インクを吐出する複数のノズル内の先行ノズルによりドットが形成される位置に対
応する閾値よりもドットが形成されやすい値に設定されているので、ディザマスクＤＭを
用いるだけで、ハーフトーン処理と各ノズルの使用率の決定とを同時に行うことができる
。従って、処理を高速化できる。
【００４７】
Ｂ．第２実施形態：
　上述した第１実施形態では、重複ノズルマップを用いて、各ノズルの使用率を設定して
いる。これに対して第２実施形態では、重複ノズルマップは用いず、画素単位で確率的に
ノズル使用率を設定する。例えば、図５では、インクデューティーが１００％、４０％、
１６％、５％の時のノズル番号別のノズル使用率が示されているが、図５では明示されて
いないインクデューティーの場合についても同様に決定するか、あるいは決定されている
インクデューティーの特性を元に、その間の特性についてはノズル番号ごとに直線補間演
算で求めるなどその求め方を定義すれば、任意のインクデューティーの時のノズル番号別
のノズル使用率を決定できる。
【００４８】
　例えば、画素位置（ｘ，ｙ）の入力階調値（ＩｎｐｕｔＤｕｔｙ（ｘ，ｙ））に対応す
る、ノズル番号（ｎｗ）別のノズル使用率の期待値は、入力階調値とノズル番号の関数と
して式（１）のようにして得られる。
【００４９】
Nozzle On Duty ( Input Duty ( x, y ) , nw )　…（１）
【００５０】
　また、例えば、図８に示したようにドットが形成されていく場合、左上のノズル番号０
に対応する副走査方向の画素位置をｙ＝１とすれば、任意の副操作方向の画素位置ｙにド
ットが形成可能な２つのノズルのノズル番号ｎｗ１（ｙ）、ｎｗ２（ｙ）は式（２）、（
３）のようにして得られる。なお、”％”は余りを求める演算子である。
【００５１】
ｙが偶数の場合　nw1(y) = (y / 2 + 4 ) % 9, 　nw2(y) = nw1(y) + 9　…（２）
ｙが奇数の場合　nw1(y) = ( (y-1) / 2 ) % 9,　 nw2(y) = nw1(y) + 9　…（３）
【００５２】
　この時、重複する２ノズルの使用率の合計は、その画素の入力階調値に等しいので以下
の式（４）の関係が成立する。
【００５３】
Input Duty ( x, y ) = Nozzle On Duty ( Input Duty ( x, y ) , nw1(y) )
　　　　　　　　+ Nozzle On Duty ( Input Duty ( x, y ) , nw2(y) ) 　…（４）
【００５４】
　本実施形態では、各画素位置の入力階調値を誤差拡散法やディザ法などの一般的なハー
フトーン手法により２値化処理を行う。インクが吐出される画素位置で重複ノズルｎｗ１
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（ｙ）、ｎｗ２（ｙ）のどちらを使用するかについては、例えば画素ごとの値に０～１の
間の実数乱数（ｒａｎｄ（））を発生させ、式（５）、（６）のように決めればよい。
【００５５】
rand( ) < Nozzle On Duty ( Input Duty ( x, y ) , nw1(y) ) / Input Duty ( x, y )
であればnw1を使用　…（５）
rand( ) ≧ Nozzle On Duty ( Input Duty ( x, y ) , nw1(y) ) / Input Duty ( x, y )
であればnw2を使用…（６）
【００５６】
　本実施形態によれば、重複ノズルマップを用いることなく、ノズル番号毎のノズル使用
率について図５のような特性を実現することができる。
【００５７】
Ｃ．変形例：
＜第１変形例＞
　上述した実施形態では、インクの色材として顔料を用いたが、染料を用いてもよい。
【００５８】
＜第２変形例＞
　上述した実施形態では、コンピューター１００とプリンター２００とによって構成され
る印刷システム１０において印刷を行っている。これに対して、プリンター２００自体が
、画像データをデジタルカメラや各種メモリーカードから入力して印刷を行うこととして
もよい。つまり、プリンター２００の制御回路２６０内のＣＰＵ１０２が、上述した印刷
処理およびハーフトーン処理と同等の処理を実行することで印刷を行ってもよい。
【００５９】
＜第３変形例＞
　上述した実施形態において、濃インクの入力階調値が最大値又は最大値付近（例えば、
最大入力階調値の９５％以上）の場合のみ、淡インクを後行ノズルから吐出してもよい。
【００６０】
＜第４変形例＞
　上述した実施形態において、淡インク以外のインクについては、図５や図６に示したノ
ズル使用率によって印刷を行っても良いし、各ノズルから均等にインクを吐出させて印刷
を行ってもよい。また、インクデューティーによらず、ノズル列の中央付近のノズルの使
用率を高めて印刷を行ってもよい。
【００６１】
＜第５変形例＞
　上述した実施形態における、オーバーラップ数、ノズルピッチ、紙送り量、印刷モード
（双方向印刷モード）は、一例であり、これらのパラメーターは任意に設定可能である。
例えば、印刷モードは往動時または復動時にのみインクを吐出する一方向モードでもよい
。
【００６２】
　本発明は、上述の実施形態や変形例に限られるものではなく、その趣旨を逸脱しない範
囲において種々の構成で実現することができる。例えば発明の概要の欄に記載した各形態
中の技術的特徴に対応する実施形態、変形例中の技術的特徴は、上述した課題を解決する
ために、あるいは上述の効果の一部又は全部を達成するために、適宜、差し替えや組み合
わせを行うことが可能である。また、その技術的特徴が本明細書中に必須なものとして説
明されていなければ、適宜削除することが可能である。
【符号の説明】
【００６３】
　１０…印刷システム、２０…アプリケーションプログラム、２２…ビデオドライバー、
２４…プリンタードライバー、４０…画像取得モジュール、４２…色変換モジュール、４
４…ハーフトーンモジュール、４６…印刷データ出力モジュール、１００…コンピュータ
ー、１０２…ＣＰＵ、１１４…ディスプレイ、１２０…デジタルカメラ、２００…プリン
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ター、２３０…キャリッジモーター、２３１…駆動ベルト、２３２…プーリー、２３３…
摺動軸、２３５…モーター、２３６…プラテン、２４０…キャリッジ、２４１…印刷ヘッ
ド、２４３…インクカートリッジ、２４４～２５０…ノズル列、２５６…操作パネル、２
６０…制御回路、ＣＡ…共通の印刷領域、ＤＭ…ディザマスク、ＩＭＧ…画像データ、Ｌ
ＵＴ…色変換テーブル、Ｐ…印刷媒体

【図１】 【図２】
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【図７】

【図８】
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